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再 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（経営体育成基盤整備事業）  

地 区 名 東牧内地区 

事業箇所 岡崎市 

事業のあ

らまし 

本地区は、岡崎市の西部に位置し、安城市との市境、一級河川矢作川に挟まれた水田地帯であ

る。 

本地区の農業基盤の整備はこれまで未実施で、ほ場の区画整理がされておらず、道路幅員も狭

いことから小型機械による営農を余儀なくされている。用排水施設についても、そのほとんどが

土水路であり、かんがい排水管理に苦慮している。また、一部農地では排水路の勾配不足による

排水不良が生じており、維持管理に多大な労力を費やしている。 

現状のままでは、農業経営の合理化を図ることが困難な状況にあり、担い手への農地利用集積

も進まない状況である。 

このため、区画整理と併せ、用排水路、道路等の整備を総合的に実施し、維持管理費や営農労

力の軽減と生産性の向上を図ることで、農業の持続的発展と、担い手等への農地利用集積を進め、

農村環境の保全を目指すことを目的として、平成24年度から経営体育成基盤整備事業を実施し、

平成31年度に完了する予定である。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 ・担い手への農地利用集積率を約３割程度まで高め、農業の持続的発展を図る。 

【副次目標】 

 ・本事業により、先行的かつ計画的に公共用地（河川用地及び市道用地）を創設することで、

河川改修及び市道新設を円滑に進め、地域の生活環境の向上を図る。 

計画変更

の推移 

事前評価時 再評価時 変動要因の分析 

事業期間 H24～H29 H24～H31 埋蔵文化財発掘調査による 

事業費（億円） 6.5 7.1  

経費

内訳

工事費 5.5 6.4 埋蔵文化財発掘調査による 

用補費 0.5 0.3 精査による減 

その他 0.5 0.4 精査による減 

事業内容 

区画整理工24.8ha 

 整地工   24.8ha 

  道路工   5.9km 

  用水路工 3.9km 

 排水路工 5.6km 

区画整理工24.1ha 

 整地工   24.1ha 

  道路工   6.1km 

  用水路工 3.9km 

 排水路工 5.8km 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性
の
変
化

1) 必 要性

の変化 

【事前評価時の状況】 

 農業基盤の整備が未実施であり、営農や施設の維持管理に多大な労力を費やしている。 

 今後、高齢化による農業従事者の減少が予想される中、担い手が将来に渡って地域の農業

を支えることができるよう、農地を整備する必要があった。 

【再評価時の状況】 

 担い手への農地利用集積を進めるため、残っている未整備の区域を速やかに整備する必要

があり、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。 

【変動要因の分析】 

 地域内の状況に変わりはなく、事業の必要性について変化はない。 

（別紙５）

ひがしまきうち 
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判定 

B 

A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 

B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 

C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 

※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着

手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。 

【理由】農村環境の荒廃や農業存続への不安要因となっている農地区画、用排水路、道路等

の整備を速やかに実施し、担い手への農地利用集積を進める必要性は変わっていないため。

②
事
業
の
進
捗
状
況
及
び
見
込
み

1) 進捗状

況 

【事業計画及び実績】 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
調査・設計
用地補償
工事
　・区画整理工
換地
前回計画
実　　績
今回計画

工種
区分

事業費
（億円）

6.5
6.2

6.2 0.9

【進捗率】 

計画 実績 達成率(%) 計画 進捗率(%)
[①] [②] [②÷①] [③] [②÷③]

24.8 24.1 97.2%  24.1 100.0%  
6.5 6.2 95.4%  7.1 87.3%  

工事費 5.5 5.7 103.6%  6.4 89.1%  

用地補償費 0.5 0.2 40.0%  0.3 66.7%  
その他 0.5 0.3 60.0%  0.4 75.0%  

これまでの計画に対する達成状況 全体進捗状況

区画整理工(ha)

事業費(億円)

【施工済みの内容】 

区画整理工 24.1ha 

2) 未着手

又は長

期化の

理由 

地区内の埋蔵文化財の発掘調査及び地元調整による一部地区境界の見直し等に不測の日数

を要したため。 

3) 今後の

事業進

捗の見

込み 

【阻害要因】 

なし。 

【今後の見込み】 

今後、予算確保に努めながら事業の進捗を図り、予定工期内の完了を目指す。 

判定 Ｂ 

A： これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。

B： 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） 

・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、

一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成

が見込まれる。 

・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後

は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要

因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、

ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 
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【理由】 

埋蔵文化財の発掘調査及び地元調整による一部地区境界の見直しを実施する必要が生じた

ことにより事業期間を延長したが、阻害要因が解消され、今後はほぼ計画どおりの完成が見

込まれる。 

Ⅲ 対応方針 

継続 
中止：上記①～③の評価で一つでもＣ判定があるもの。 

継続：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 － 

【主な評価内容】 

 事業完了後、担い手への農地利用集積率の増加を検証する。 


